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第１章 計画の趣旨 

 １ 趣旨 

我が国はこれまで、度重なる大規模自然災害により様々な被害がもたらされ、そのたびに災

害対策を講じてきたものの、甚大な被害の発生、長期間にわたる復旧・復興を繰り返してき

た。当町においても、平成 23 年（2011）３月 11 日の東日本大震災、平成 25（2013）年８月

９日に発生した線状降水帯による大雨などの大規模自然災害による被害が発生している現状に

あることから、いかなる大規模自然災害が発生しても人命第一で、経済社会への致命的な被害

を避けて迅速に回復する、「強さとしなやかさ」を持った国土の構築に向けて、令和２

（2020）年度に紫波町国土強靱化地域計画を策定した。 

当町は、令和２（2020）年度を初年度とする第三次紫波町総合計画（以下、総合計画）を策

定し、「暮らし心地の良いまち」を将来像に掲げ、持続可能な社会の実現を目指して、住民と

ともに「循環」「協働」「多様性」の視点をもってまちづくりを進めていくこととしている。 

まちづくりを進めるにあたり、国の「国土強靭化基本計画」及び岩手県の「第２期岩手県国

土強靭化地域計画」との調和を図るとともに、近隣市町との連携を強化しながら、大規模災害

が発生しても「暮らし心地の良いまち」への取組みが停滞することのない、「強さ」と「しな

やかさ」を備えたまちづくりを計画的に推進するため、「紫波町国土強靭化地域計画（以下、

地域計画）」を策定する。 

 

 ２ 計画の位置付け 

  地域計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭

化基本法」第 13 条に基づく地域計画であり、当町における国土強靭化に関する指針として位

置付ける。なお、地域計画は総合計画との整合・調和を図るものとする。 

   

 

 ３ 紫波町地域防災計画との関係 

  地域計画は、過去に受けた自然災害を基に、災害が発生する前における社会や経済システム

の強靱化を図ることにより、同様の災害で人的被害を出さず、町へのダメージを最小限に食い

止め、早期に回復する国土を平時から構築するための計画である。 

一方、災害対策基本法に基づく紫波町地域防災計画は、風水害や地震等の想定された被害状

況を前提として、災害の予防対策、応急対策、災害復旧・復興対策を実施することにより、住

民の生命、財産を保護することを目的に定めた計画である。 

 

 ４ 計画期間 

総合計画後期基本計画の期間との整合を図り、地域計画の計画期間は令和６（2024）年度か

ら令和９（2027）年度までの４年間とする。  

紫波町国土強靭化 

地域計画 

第三次紫波町 

総合計画 

分 野 別 計 画 

整合・調和 

国土強靭化に

関する指針 
分野別計画の

指針 
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第２章 基本的な考え方 

 当町の強靭化を推進するうえでの「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」を、国の国土強

靭化基本計画及び第２期岩手県国土強靭化地域計画を踏まえ次のように定める。 

 

１ 基本目標 

  いかなる大規模自然災害等が発生しようとも、以下の４項目を基本目標として、強靭化の取

組みを推進する。 

（１） 人命の保護が最大限図られる 

（２） 町及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

（３） 住民の財産及び公共施設の被害の最小化が図られる 

（４） 迅速な復旧復興を可能にする 

 

２ 事前に備えるべき目標 

  当町における強靭化を進める上での事前に備えるべき目標を、次のとおり設定する。 

（１） あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

（２） 救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確

保する 

（３） 必要不可欠な行政機能を維持する 

（４） 地域経済システムを機能不全に陥らせない 

（５） 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復旧を図る 

（６） 制御不能な二次災害を発生させない 

（７） 地域社会・経済を迅速に再建・回復する 

 

３ 基本的な方針 

  国土強靭化の理念を踏まえ、事前防災及び減災、その他迅速な復旧・復興等に資する大規模

自然災害等に備えた当町全域にわたる強靭なまちづくりについて、東日本大震災など過去の災

害から得られた経験を最大限活用しつつ、以下の方針に基づき推進する。 

（１） 地域強靭化に向けた取組姿勢 

ア 当町の強靱化を損なう原因をあらゆる側面から吟味しつつ取り組むこと。 

イ 短期的な視点によらず、長期的な視野を持って計画的に取り組むこと。 

    ウ 災害に強い地域づくりを進めることにより、地域の活力を高める視点を持つこと。 

 

（２） 適切な施策の組合せ 

    ア 災害リスクから住民及び町を訪れている者の命を守り、被害を最小限に抑えるため、

当町の特性に合ったハード対策とソフト対策を組み合わせ、効果的に施策を推進する

こと。 

    イ 「自助」「互助」「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、住民と行政が連携する

とともに、民間事業者や関係者相互の連携や協力など、役割を分担して取り組むこと。 

    ウ 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用されるよ

うな対策となるよう取り組むこと。 

 

（３） 効率的な施策の推進 

    ア 人口減少、少子・高齢化社会への対応や社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、
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効率的な行政運営に配慮し、施策の重点化を図ること。 

    イ 既存の社会資本を有効活用することにより、費用を縮減しつつ効率的に施策を推進

すること。 

    ウ 限られた財源を最大限に活用するため、施設等の効率的かつ効果的な維持管理を行

いながら、国の施策の積極的な活用、公民連携による施策の推進を図ること。 

 

（４） 当町の特性に応じた施策の推進 

    ア 総合計画及び総合戦略との調和を図り、人口減少対策にもつながる地域コミュニテ

ィや地域経済の強靭化を推進すること。 

    イ 性差によるニーズの違い、高齢者、子ども、障がい者、外国人等、多様性に配慮し

て施策を講ずること。 

    ウ 自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮すること。 

 

４ ＳＤＧｓの推進 

  持続的な地域社会を構築していくためには、地域経済、社会保障、自然環境などを将来にわ

たって持続可能なものとしていくことが必要である。 

  平成 27（2015）年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」には、2016 年から 2030 年までの間の国際目標として、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

が掲げられている。 

  ＳＤＧｓは、上記アジェンダにおける「誰一人として取り残さない」という言葉に象徴され

るように、包摂性や多様性を重視しながら経済・社会・環境の課題を統合的に解決し、持続可

能な社会の実現を目指すものであり、地域を進行していくうえで重要な視点である。 

  こうしたことから、本計画の「事前に備えるべき目標」において、17 の持続可能な開発目

標との関連付けを行い、施策の展開を図っていく。 
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第３章 想定するリスク 

 １ 紫波町の地域特性 

（１） 位置  

当町は岩手県のほぼ中央に位置し、東西に 27.9 ㎞、南北に 12.9 ㎞と東西に広い町域となっ

ており、北は矢巾町と盛岡市に接し、西は雫石町に、南と東は花巻市と接している。町全体の

面積は 238.98 ㎢で、このうち森林が約 58％を占めており、可住地面積は約 42％となっている。 

 

（２） 地形 

 町の中心部を南北に北上川が流れ、その両岸には河岸段丘が広がり、その背後には東には北

上山地、西側には奥羽山脈が連なっている。 

 

（３） 気候 

 内陸型の気候特徴を示すが、奥羽、北上両山系にはさまれており、盆地型の気候を示すこと

も多い。冬期には日本海側型の気候を示すこともある。降積雪量は、西部山沿い地方が多い。

朝方の冷えこみの強いことも内陸気候を示している。 

 

（４） 人口 

 当町の人口は、平成 17（2005）年の 33,692 人をピークに減少に転じており、人口ビジョンの

推計によると令和 17（2035）年には 30,115 人まで減少し、その後も減少傾向が続くものと見

込まれている。 

高齢者人口は令和７（2025）年までは増加を続け、その後は減少に転じると見込まれている。

しかし、総人口が減少している中でも高齢化率は上昇し続け、令和 12（2030）年には 31.5％に

なると推計されている。 
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 ２ 対象とする自然災害 

  本計画において対象とする自然災害は、町内で発生しうる大規模自然災害として、地震、風

水害・土砂災害、雪害及びその他の災害とし、過去に大きな被害をもたらした規模を想定した。 

 

自然災害 想定する過去の主な災害 

（１）地震 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）（平成 23 年３月 11 日） 

【規模等】マグニチュード 9.0、最大震度７ 

【被害状況】建物損壊、停電及び燃料不足 

（２）風水害・

土砂災害 

①平成 19 年９月 16 日～18 日 

 秋雨前線及び台風 11 号からの温帯低気圧による大雨 

【規模等】１時間降雨量 27.5 ㎜、総降雨量 224.5 ㎜ 

【被害状況】人的被害１名（水死）、床上・床下浸水、水田冠水、 

道路・川護岸崩壊 

②平成 25 年８月９日 

 線状降水帯による集中豪雨 

【規模等】１時間降雨量 69.5 ㎜、総降雨量 211.0 ㎜ 

【被害状況】人的被害２名（軽傷）、床上・床下浸水、 

農作物冠水、道路・川護岸崩壊 

③平成 27 年６月 16 日 

 記録的短時間大雨 

【規模等】１時間降雨量 95.5 ㎜、総降雨量 98.0 ㎜ 

【被害状況】道路冠水 

④平成 29 年８月 25 日 

 梅雨前線及び低気圧による大雨 

【規模等】１時間降雨量 33.5 ㎜、総降雨量 107.5 ㎜ 

【被害状況】床下浸水、道路冠水 

（３）雪害 平成 17 年 12 月 24 日 大雪災害 

【規模等】最大積雪 61 ㎝ ※盛岡気象台 

【被害状況】負傷者５名、建物損壊、農業用ハウス損壊、ブドウ棚損壊

（４）その他 

（林野火災） 

①平成９年 片寄山林火災（石鳥谷紫波町山林火災） 

【規模等】168.32ha 焼失 

②平成 17 年 片寄山林火災（石鳥谷紫波町山林火災） 

【規模等】25.1ha 焼失 
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３ 起きてはならない最悪の事態の設定 

  「第２章 基本的な考え方」「同章２ 事前に備えるべき目標」で設定した７つの目標ごと

に、当町の地域特性及び国の基本計画及び第２期岩手県国土強靭化地域計画を踏まえ、以下の

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定した。 

 

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 

①あらゆる自然災害に対

し、直接死を最大限防ぐ 

1-1 地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者

の発生（二次災害を含む） 

1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-3 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等

からくる避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生 

②救助・救急、医療活動

等を迅速に行う 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の

長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等によ

る救助・救急活動の絶対的不足 

2-4 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

ルートの途絶による医療・福祉機能等の麻痺 

2-5 被災地における感染症等の大規模発生 

2-6 災害救助における活動拠点、資機材等の不足 

③必要不可欠な行政機能

を維持する 

3-1 町の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

④地域経済システムを機

能不全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞 

4-2 食料等の安定供給の停滞 

⑤必要最低限のライフラ

イン等を確保するとと

もに、早期復旧を図る 

5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 

5-2 上水道の長時間にわたる供給停止 

5-3 汚水処理施設の長時間にわたる機能停止 

5-4 県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停

止 

⑥制御不能な二次災害を

発生させない 

6-1 ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発

生 

6-2 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

⑦地域社会・経済を迅速

に再建・回復する 

7-1 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興

が大幅に遅れる事態 

7-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 
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４ 施策分野の設定 

  本計画においては、国・県の計画を参考に、総合計画等の施策分野も勘案して、次のとおり

個別施策分野と横断的分野を設定した。 

 

（１）個別施策分野 

① 保健・医療・福祉 保健、医療、福祉、子育て・教育 等 

② 産業・環境 農林業、商工業、環境保全、エネルギー 等 

③ 住宅・都市 住宅、市街地形成、公園 等 

④ 国土保全・交通 道路、橋梁、河川、上下水道、交通・物流 等 

⑤ 行政機能・情報通信 本部機能、連携体制、消防・救急、教育施設、情報通信 等

 

（２）横断的分野 

① 協働・コミュニティ 市民参加、協働、地域運営、防災意識、支援体制 等 
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第４章 脆弱性評価 

１ 脆弱性評価の考え方 

 本計画においては、「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、総合計画で取り組

む施策等について、取組状況や課題を把握し、事態の回避という視点から分析・評価を行った。 

 

２ 脆弱性評価の結果 

 「起きてはならない最悪の事態」ごとの脆弱性評価について整理している。 

   

（１）全体事項 

   ① ハード対策とソフト対策の適切な組合せ 

     大規模自然災害から住民及び来訪者の命を守り、被害を最小限に留めるためには、災

害時にも機能する道路交通ネットワークの構築、社会基盤の整備及び建築物の耐震化等

のハード対策と、自主防災組織の育成、危険個所の周知強化、防災意識の向上などソフ

ト対策を適切に組み合わせることが必要である。 

 

   ② 代替性の確保・向上 

     大規模自然災害に対応するためには、施設の耐震性能向上だけでは万全ではない。特

に、行政機能が被災すると、その後の災害対策などに大きな影響を及ぼすことから、情

報伝達システムや行政データのバックアップ体制の整備など、代替機能の確保や伝達経

路の複数化等により、代替性を確保・向上させることが必要である。 

 

   ③ 住民との協働、民間との連携 

     大規模自然災害からの迅速な復旧・復興を図るためには、行政内部の連携はもちろん

のこと、住民との協働、民間事業者や各種団体等と連携して、それぞれのネットワーク

を生かしながら、生命を守り、経済活動を維持しながら、まちの再建を進めることが必

要である。また、このためにも、各分野を担う人材育成を進めることが必要である。 
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 （２）起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果 

 

目標１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

１-１ 地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生（二次災害を含む）

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・要配慮者等の避難を受け入れる体制が十分に整っていない。 

住宅・都市 ・住宅の耐震化に対する住民の意識を高める必要がある。 

・町営住宅（みどりヶ丘、的場、希望ヶ丘、第二希望ヶ丘）が老朽化

し、耐震性に課題が生じている。 

・町内の空家等は今後さらに増加が見込まれるため、利活用の促進や

管理不全空家等の解消が求められている。 

・災害時に電柱が広範囲で倒壊する恐れがある。 

国土保全・交通 ・緊急車両が入りづらい道路が存在している。 

行政機能・情報

通信 

・学校給食センターの老朽化が著しいため、大規模災害時に被災する

恐れがある。 

・大規模災害時には行政機能の低下が懸念される。 

協働・コミュニ

ティ 

・大規模災害時には地域の自主防災力が欠かせないが、自主防災組織

の活動への参加者が少ない。 

・地域の特性を生かした地区防災計画の策定が進んでいない。 

 

１-２ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・要配慮者等の避難を受け入れる体制の整備が十分に整っていない。

【再掲】 

産業・環境 ・高齢化による農業の後継者不足が依然として解消されていないた

め、地域農業の担い手の確保・育成や農地の保全等に不安が生じてい

る。 

住宅・都市 ・過去の浸水地域の抜本的な浸水対策を進める必要がある。 

国土保全・交通 ・突発的な集中豪雨に対して都市下水路、道路側溝、水路の流下能力

不足の排水区が生じている。 

・雨水排除区域の見直しを行う必要がある。 

・北上川の桜町北日詰地区の堤防整備を促進する必要がある。 

・北上川左岸の彦部堤防の計画策定及び整備着手を促進する必要があ

る。 

・増水時に機能を十分発揮できるよう、北上川堤防（既存部分）の維持

管理において、平時から国との情報共有を図る必要がある。 

・普通河川において、土砂堆積や草木繁茂などにより通水が妨げられ

ている箇所があり、大雨時の排水支障や氾濫の危険性が生じている。 

・立体交差部の排水施設が老朽化し、大雨時の安定稼働に不安が生じ

ている。 

行政機能・情報 ・大規模災害時には行政機能の低下が懸念される。 
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通信 

協働・コミュニ

ティ 

・大規模災害時には地域の自主防災力が欠かせないが、自主防災組織

の活動への参加者が少ない。【再掲】 

・地域の特性を生かした地区防災計画の策定が進んでいない。【再

掲】 

 

１-３ 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・要配慮者等の避難を受け入れる体制が十分に整っていない。【再

掲】 

国土保全・交通 ・土石流特別警戒区域内に民家が存在していることを踏まえた防災対

策の検討が必要である。 

・町道の落石防止対策が必要な個所がある。 

・山地災害危険地区において、治山施設の設置検討が必要である。 

行政機能・情報

通信 

・大規模災害時には行政機能の低下が懸念されるため、平時から関係

機関との連携強化が必要である。【再掲】 

・現地における危険個所の周知（看板等設置）の拡充が必要である。 

協働・コミュニ

ティ 

・大規模災害時には地域の自主防災力が欠かせないが、自主防災組織

の活動への参加者が少ない。【再掲】 

・地域の特性を生かした地区防災計画の策定が進んでいない。【再

掲】 

 

１-４ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

分野 脆弱性評価 

国土保全・交通 ・冬季の円滑な交通確保のため、除雪体制を維持する必要がある。 

・除雪車両が老朽化しており、冬季の安定した除雪体制の維持に懸念

が生じている。 

行政機能・情報

通信 

・大規模災害時には行政機能の低下が懸念されるため、平時から関係

機関との連携強化が必要である。【再掲】 

協働・コミュニ

ティ 

・大規模災害時には地域の自主防災力が欠かせないが、自主防災組織

の活動への参加者が少ない。【再掲】 

・地域の特性を生かした地区防災計画の策定が進んでいない。【再

掲】 

 

１-５ 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等に

よる多数の死傷者の発生 

分野 脆弱性評価 

行政機能・情報

通信 

・独居高齢者など緊急情報を自ら取得することが難しい住民が一定数

存在している。 

・スマートフォンアプリを活用して行政情報を発信しているが、アプ

リの利用率が低調である。 

協働・コミュニ

ティ 

・大規模災害時には地域の自主防災力が欠かせないが、自主防災組織

の活動への参加者が少ない。【再掲】 
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・地域の特性を生かした地区防災計画の策定が進んでいない。【再

掲】 

・被害を最小限に抑えるためには、住民各々が日ごろから防災意識を

高めておく必要がある。 

 

目標２ 救助・救急、医療活動等を迅速に行う 

２-１ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・各家庭において水・食料、生活必需品などの災害用備蓄を一層推進

する必要がある。 

住宅・都市 ・災害時においても給水機能を確保するため、水道施設の計画的な老

朽化対策・耐震化対策を推進する必要がある。 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスが損傷・損壊した場合、災

害時の避難や救助活動、復旧活動に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。 

行政機能・情報

通信 

・各種団体等と災害時応援協定を締結しているが、災害の多様化に対

応できるよう、幅広い分野との連携構築が必要である。 

 

２-２ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・各家庭において水・食料、生活必需品などの災害用備蓄を一層推進

する必要がある。【再掲】 

国土保全・交通 ・大雨時に洗堀や泥濘等により破損し通行不能になる恐れがある幅員

の狭い道路や砂利道の整備が遅れている。 

・橋梁や舗装等の補修を計画的に進める必要がある。 

・安全で円滑な交通のため、道路の歩行空間の整備を進める必要があ

る。 

行政機能・情報

通信 

・孤立化する可能性の高い地域の想定が進んでいない。 

協働・コミュニ

ティ 

・孤立化を想定した防災訓練は実施できていない。 

 

２-３ 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救助・救急活動の絶対的

不足 

分野 脆弱性評価 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスの計画的な改修整備が引き

続き必要である。【再掲】 

協働・コミュニ

ティ 

・人口減少や少子高齢化、核家族化の進行により消防団員が不足して

きている。 

 

２-４ 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療・

福祉機能等の麻痺 
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分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・地域災害医療福祉ネットワーク会議を開催し、平時から顔合わせ等

を行うことが必要である。 

・医療職と介護職の連携による在宅医療の環境づくりを進めている

が、災害等の緊急時の体制づくりが必要である。 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスが損傷・損壊した場合、災

害時の避難や救助活動、復旧活動に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。【再掲】 

・安全で円滑な交通のため、道路の歩行者空間の整備を進める必要が

ある。 

 

２-５ 被災地における感染症等の大規模発生 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・健康づくりや感染症対策など、健康管理について住民に適切な情報

提供が必要である。 

住宅・都市 ・下水道処理施設の耐震化・耐水化や長寿命化対策を、今後も計画的

に進めていく必要がある。 

・上水道施設の耐震化や長寿命化対策を、今後も計画的に進めていく

必要がある。 

行政機能・情報

通信 

・災害時に感染症が拡大する恐れがある。また、感染症拡大により地

域活動の停滞にもつながる懸念があるため、そのような状況を想定し

た防災訓練の充実が必要である。 

・災害時には感染症予防用資機材が不足する恐れがあるため、平時か

ら計画的に調達しておく必要がある。 

 

２-６ 災害救助における活動拠点、資機材等の不足 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・災害時には保健活動継続に必要な物品（防護服・マスク・消毒液

等）が不足する恐れがあるため、計画的な備蓄、更新が必要である。 

行政機能・情報

通信 

・災害時の消防活動に支障が生じないよう、消防車両の計画的な更

新・整備が引き続き必要である。 

・地震災害時の消防水利を確保するため、耐震性（免振性）を備えた

防火水槽の整備が必要である。 

・災害対策用資機材の計画的な備蓄・更新が必要である。 

 

目標３ 必要不可欠な行政機能を維持する 

３-１ 町の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・新型インフルエンザ等事業継続計画の定期的な見直が必要である。 

行政機能・情報

通信 

・大規模災害時でも行政機能が停滞しないよう、業務継続計画の定期

更新と訓練の継続が必要である。 
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・役場庁舎の被災に備え、行政実務データのバックアップ体制の検討

が必要である。 

・大規模災害時には行政機能の低下が懸念されるため、平時から関係

機関との連携強化が必要である。 

・災害に備えた民間との連携構築を引き続き進める必要がある。 

 

目標４ 地域経済システムを機能不全に陥らせない 

４-１ サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞 

分野 脆弱性評価 

産業・環境 ・地域経済を支える中小企業の育成や体質強化を図る必要がある。 

・災害が起きても事業活動が継続できるよう、町内の中小企業のＢＣ

Ｐ対策の支援継続が必要である。 

住宅・都市 ・大規模災害によりインフラが破損した場合、企業活動に影響が出る

恐れがある。 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスが損傷・損壊した場合、災

害時の避難や救助活動、復旧活動に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。【再掲】 

 

４-２ 食料等の安定供給の停滞 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・各家庭において水・食料、生活必需品などの災害用備蓄を一層推進

する必要がある。【再掲】 

産業・環境 ・高齢化による農業の後継者不足が依然として解消されていないた

め、地域農業の担い手の確保・育成や農地の保全等に不安が生じてい

る。【再掲】 

・地域経済を支える中小企業の育成や体質強化を図る必要がある。

【再掲】 

・有害鳥獣による被害により、地域の農業経営や森林機能に深刻な影

響を及ぼしていることから有害鳥獣対策の強化を図る必要がある。 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスが損傷・損壊した場合、災

害時の避難や救助活動、復旧活動に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。【再掲】 

 

目標５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復旧を図る 

５-１ 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・災害時でも在宅の難病患者等が看護を受けられるよう、支援体制を

構築する必要がある。 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスが損傷・損壊した場合、災

害時の避難や救助活動、復旧活動に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。【再掲】 
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行政機能・情報

通信 

・大規模災害時には行政機能の低下が懸念されるため、平時から関係

機関との連携強化が必要である。【再掲】 

 

５-２ 上水道の長時間にわたる供給停止 

分野 脆弱性評価 

住宅・都市 ・上水道施設の老朽化対策が必要である。 

・迅速な給水活動、情報収集が必要である。 

 

５-３ 汚水処理施設の長時間にわたる機能停止 

分野 脆弱性評価 

住宅・都市 ・下水道施設の老朽化対策が必要である。 

・下水道施設の予防保全のため、定期的な施設点検と老朽化更新が必

要である。 

 

５-４ 県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

分野 脆弱性評価 

国土保全・交通 ・幹線道路、橋梁、跨線橋、アンダーパスが損傷・損壊した場合、災

害時の避難や救助活動、復旧活動に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。【再掲】 

・持続可能な地域公共交通体系を検討・構築する必要がある。 

 

目標６ 制御不能な二次災害を発生させない 

６-１ ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

分野 脆弱性評価 

産業・環境 ・高齢化による農業の後継者不足が依然として解消されていないた

め、地域農業の担い手の確保・育成や農地の保全等に不安が生じてい

る。【再掲】 

国土保全・交通 ・ため池ハザードマップ等を活用した防災意識の啓発を継続する必要

がある。 

・ため池や農業用施設を計画的に修繕しなければ、災害時に重大な損

壊が生じる可能性がある。 

・山地災害危険地区において、治山施設の設置検討が必要である。

【再掲】 

 

６-２ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

分野 脆弱性評価 

産業・環境 ・高齢化や人口減少などにより、農地や森林を保全・活用する農林業

の担い手が不足している。 

・民間事業者や地域住民との協働による農地・森林の保全施策の更な

る展開が必要である。 

国土保全・交通 ・山地災害危険地区において、治山施設の設置検討が必要である。 

                           【再掲】 
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目標７ 地域社会・経済を迅速に再建・回復する 

７-１ 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 脆弱性評価 

産業・環境 ・大規模災害時には大量の災害廃棄物の発生が懸念されるため、災害

廃棄物処理基本計画に基づき、関係機関との連携を構築する必要があ

る。 

 

７-２ 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・大規模災害時には自力での復旧が困難な人や地域が生じる可能性が

あるため、ボランティアの受入態勢を確立しているが十分な訓練が必

要である。 

行政機能・情報

通信 

・大規模災害時には行政機能の低下が懸念されるため、平時から関係

機関との連携強化が必要である。【再掲】 

協働・コミュニ

ティ 

・住民個々の防災力を向上させる機会や取組が少ない。 

 

７-３ 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 脆弱性評価 

保健・医療・福

祉 

・日頃から「見守り」「支え合い」の意識を持って生活する機運を高

める必要があるが、プライバシーの問題や人とのつながりの希薄化が

妨げになっている場合がある。 

協働・コミュニ

ティ 

・大規模災害時には地域コミュニティの力が大きな支えとなるが、地

域コミュニティの拠点づくりが十分に進んでいない。 

・協働やコミュニティの担い手となる人材が不足している。 
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第５章 脆弱性評価の結果に基づく対応方策 

 第４章で示した脆弱性評価の結果を踏まえ、「起きてはならない最悪の事態」ごとの対応方策

は次のとおりである。なお、方策の詳細については施策として記載し、重点方策として詳細を第

６章に記載するものには、重点欄に○印を付した。 

 また、第三次紫波町総合計画後期基本計画（計画期間：令和６年度～令和９年度）との整合を

図るため、後期基本計画の章節項番号を総計欄に記載した。 

 なお、多岐にわたる「起きてはならない最悪の事態」に対応する方策となるため、再掲してい

る方策については最初に記載された最悪の事態の番号を再掲元として記載した。 

 

 

 

目標１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

１-１ 地震等による建築物の大規模倒壊や火災による死傷者の発生（二次災害を含む） 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

避難行動要支援

者等の受入態勢

の整備 

避難行動要支援者等の受入態勢

を整備する。 

  3-6-2

住宅・都市 住宅の耐震化推

進 

住宅・建築物安全ストック形成事

業等を活用し、住民の理解を向上

させ、住宅の耐震化を推進する。

  3-4-1

町営住宅整備方

針の策定 

町営住宅の整備方針を策定する。  ○ 3-4-1

行-2-3

空家等対策の推

進 

適切な管理が行われていない空

家等の解消対策を検討する。 

 ○ 3-4-1

電柱等の倒壊防

止策の検討 

市街地や住宅地での電線地中化

について調査研究する。 

  3-4-1

国土保全・交通 道路環境の整備

促進 

非常時に緊急車両が進入できる

よう、道路環境の整備を進める。

 ○ 3-2-1

行政機能・情報

通信 

学校給食センタ

ー整備方針の策

定 

学校給食センターの整備方針を

策定する。 

  4-1-3

行-2-3

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

 ○ 3-6-2

協働・コミュニ

ティ 

地域防災力の強

化 

・地域の安全・安心な暮らしへの

関心や意識を高め、自主防災組織

の活性化を推進する。 

・地域の特性を生かした地区防

災計画の策定を推進する。 

・消防団員確保を継続的に行う。

 ○ 3-7-1

3-7-2
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１-２ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

避難行動要支援

者等の受入態勢

の整備 

避難行動要支援者等の受入態勢

を整備する。 

1-1  3-7-2

産業・環境 農業の担い手確

保・育成 

国、県、町の支援事業を活用し、

新規就農者及び担い手の確保・育

成に努める。  

 ○ 2-2-1

農地保全対策の

推進 

国、県、町の支援事業を活用し、

農地保全及び荒廃農地解消に努

める。 

 ○ 2-2-4

住宅・都市 浸水被害対策の

検討 

過去の浸水被害地域に対する抜

本的な対策を検討し、推進する。

  3-2-4

国土保全・交通 雨水排除区域の

見直し 

 

近年の土地利用や気象状況等に

適した雨水排除区域の見直しを

行う。 

  3-2-2

普通河川の通水

環境の改善 

普通河川の通水を妨げる土砂の

浚渫や障害物の除去を行う。 

  3-2-2

雨水排水施設の

維持・更新等の

促進 

排水施設や側溝等の更新・維持補

修等を計画的に行う。 

 ○ 3-2-2

堤防整備等に伴

う関係機関との

連携強化 

・北上川堤防の未整備区間につ

いて、整備が早期に完了するよ

う、国や県等との連携を強化す

る。 

・既存の北上川堤防の維持管理

において、平時から国との情報共

有を密にする。 

  3-2-2

行政機能・情報

通信 

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1 ○ 3-7-2

危険箇所の周知

強化 

防災マップや地域研修会等で危

険箇所の周知を強化する。 

 ○ 3-7-2

協働・コミュニ

ティ 

地域防災力の強

化 

・地域の安全・安心な暮らしへの

関心や意識を高め、自主防災組織

の活性化を推進する。 

・地域の特性を生かした地区防

災計画の策定を推進する。 

・消防団員確保を継続的に行う。

1-1 ○ 3-7-1

3-7-2

 

１-３ 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福 避難行動要支援 避難行動要支援者等の受入態勢 1-1  3-7-2
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祉 者等の受入態勢

の整備 

を整備する。 

 

国土保全・交通 道路の落石・土

砂崩れの予防 

町道の落石防止対策を進める。  ○ 3-2-1

治山・砂防事業

の促進 

県と連携して、治山・砂防事業に

よる防災・減災対策を推進する。

  2-3-1

行政機能・情報

通信 

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1 ○ 3-7-2

土砂災害危険個

所の周知強化 

土砂災害の危険を周知する看板

等の設置を拡充する。 

 ○ 3-7-2

危険箇所の周知

強化 

防災マップや地域研修会等で危

険箇所の周知を強化する。 

1-2 ○ 3-7-2

協働・コミュニ

ティ 

地域防災力の強

化 

・地域の安全・安心な暮らしへの

関心や意識を高め、自主防災組織

の活性化を推進する。 

・地域の特性を生かした地区防

災計画の策定を推進する。 

・消防団員確保を継続的に行う。

1-1 ○ 3-7-1

3-7-2

 

１-４ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

避難行動要支援

者名簿の整備等

促進 

避難行動要支援者名簿の整備及

び個別避難計画の作成を進める。

  3-7-2

 

国土保全・交通 除雪体制の維持 ・情報技術等を活用して、効率的

な除雪体制を整える 

・除雪車両を計画的に更新して

除雪体制を維持する。 

 ○ 3-2-1

行政機能・情報

通信 

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1 ○ 3-7-2

協働・コミュニ

ティ 

地域防災力の強

化 

・地域の安全・安心な暮らしへの

関心や意識を高め、自主防災組織

の活性化を推進する。 

・地域の特性を生かした地区防

災計画の策定を推進する。 

・消防団員確保を継続的に行う。

1-1 ○ 3-7-1

3-7-2

 

１- ５ 情報伝達の不備・麻痺・長期停止や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ 

等による多数の死傷者の発生 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 
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保健・医療・福

祉 

避難行動要支援

者名簿の整備等

促進 

避難行動要支援者名簿の整備及

び個別避難計画の作成を進める。

1-4  3-7-2

行政機能・情報

通信 

時代に合わせた

情報伝達方法の

構築 

・利用者が多いメッセージアプ

リの活用に移行し、プッシュ型で

の情報配信体制を強化する。 

・情報弱者への防災端末配置を

推進する。 

・ホームページやスマートフォ

ンアプリなどのデジタル手段と

紙媒体や人とのつながりなどの

アナログ手段を適切に組み合わ

せて、多様な手段による情報伝達

の体制を整備する。 

 ○ 3-7-2

5-4-1

協働・コミュニ

ティ 

地域防災力の強

化 

・地域の安全・安心な暮らしへの

関心や意識を高め、自主防災組織

の活性化を推進する。 

・地域の特性を生かした地区防

災計画の策定を推進する。 

・消防団員確保を継続的に行う。

1-1 ○ 3-7-1

3-7-2

防災意識の向上 ・住民一人一人の防災意識の向

上を促す取り組みを進める。 

・小中学校における防災教育に

引き続き取り組む。 

 ○ 3-7-2

 

 

 

目標２ 救助・救急、医療活動等を迅速に行う 

２-１ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

家庭における災

害用備蓄の推進 

各家庭における生活必需品等の

災害用備蓄を普及啓発する。 

  3-7-2

町による計画的

な災害用備蓄 

流通が回復するまでに必要な食

料や衛生用品等の物資を計画的

に備蓄する。 

  3-7-2

要配慮者に配慮

した備蓄体制の

検討 

要配慮者に配慮した食料や物資

等の備蓄体制を検討する。 

  3-7-2

住宅・都市 上水道の適切な

維持管理 

岩手中部水道企業団が、今後、計

画的に進める上水道施設の耐震

化や長寿命化対策について、町も

連携して推進する。 

 ○ 3-3-1
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国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

 ○ 3-2-1

道路ネットワー

クの整備 

幹線道路を補完する町道の整備

を計画的に進める。 

 ○ 3-2-1

行政機能・情報

通信 

災害時応援協定

の拡充 

災害の多様化に対応できるよう、

民間との連携構築を進める。 

 ○ 3-7-2

 

２-２ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

家庭における災

害用備蓄の推進 

各家庭における生活必需品等の

災害用備蓄を普及啓発する。 

2-1  3-7-2

町による計画的

な災害用備蓄 

流通が回復するまでに必要な食

料や衛生用品等の物資を計画的

に備蓄する。 

2-1  3-7-2

要配慮者に配慮

した備蓄体制の

検討 

要配慮者に配慮した食料や物資

等の備蓄体制を検討する。 

2-1  3-7-2

国土保全・交通 道路環境の整備

促進 

非常時に緊急車両が進入できる

よう、道路環境の整備を進める。

1-1 ○ 3-2-1

道路施設の老朽

化対策及び安全

確保の推進 

老朽化した道路施設の補修や歩

行者空間の整備を進める。 

 ○ 3-2-1

行政機能・情報

通信 

孤立化集落の事

前想定 

孤立化が想定される地域を事前

に想定し、対策を検討する。 

  3-7-2

協働・コミュニ

ティ 

  3-7-2

 

２- ３ 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救助・救急活動の絶対   

的不足 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

2-1 ○ 3-2-1

道路ネットワー

クの整備 

幹線道路を補完する町道の整備

を計画的に進める。 

2-1 ○ 3-2-1

協働・コミュニ

ティ 

地域防災力の強

化 

・地域の安全・安心な暮らしへの

関心や意識を高め、自主防災組織

の活性化を推進する。 

・地域の特性を生かした地区防

災計画の策定を推進する。 

・消防団員確保を継続的に行う。

1-1 ○ 3-7-1

3-7-2
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２-４ 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療・ 

福祉機能等の麻痺 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

関係機関との連

携強化 

・協定の締結やホットラインの

構築等、平時から関係機関との連

携を強化する。 

・関係機関が参加する訓練に、継

続的に人員を派遣する。 

 ○ 3-7-2

国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

2-1 ○ 3-2-1

道路ネットワー

クの整備 

幹線道路を補完する町道の整備

を計画的に進める。 

2-1 ○ 3-2-1

 

２-５ 被災地における感染症等の大規模発生 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

日常的な健康づ

くりの推進 

日ごろからの健康づくりに向け、

対象となるすべての住民が必要

な健診（検診）を受けられる体制

づくりを一層強化する。 

 ○ 1-1-2

1-1-3

感染症予防の強

化 

予防接種を受けられる体制を充

実する。 

 ○ 1-1-4

関係機関との連

携強化 

協定の締結やホットラインの構

築等、平時から関係機関との連携

を強化する。 

2-4 ○ 3-7-2

住宅・都市 下水道施設の適

切な維持管理 

下水道施設の耐震化・耐水化や長

寿命化対策を計画的に進める。 

 ○ 3-3-2

上水道の適切な

維持管理 

岩手中部水道企業団が、今後、計

画的に進める上水道施設の耐震

化や長寿命化対策について、町も

連携して推進する。 

2-1 ○ 3-3-1

行政機能・情報

通信 

感染症拡大の予

防 

・感染症拡大の予防対策を一層

推進する。 

・感染症拡大の予防に必要な資

機材を計画的に調達しておく。 

・災害時の感染症拡大を想定し

た防災訓練を充実させる。 

  3-7-2

感染症の正しい

理解の普及と地

域活動の促進 

感染症を拡大させない対策を取

りながら、地域活動の継続を促

す。 
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２-６ 災害救助における活動拠点、資機材等の不足 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

災害時の保健活

動の体制強化 

・災害時の保健活動に必要な資

機材を計画的に備蓄、更新する。

・手洗い等衛生管理の普及啓発

を推進する。 

  3-7-2

行政機能・情報

通信 

災害救助体制の

強化 

・消防車両の適切な配置と計画

的な更新を行う。 

・消防水利施設の更新や維持管

理を計画的に進める。 

・災害救助に必要な資機材を計

画的に配備・更新する。 

 ○ 3-7-1

3-7-2

避難所の強化 ・民間も含めた避難所の確保を

計画的に進める。 

・避難所運営に必要な資機材を

計画的に配備・更新する。 

  3-7-2

災害時応援協定

の拡充 

災害の多様化に対応できるよう、

民間との連携構築を進める。 

2-1 ○ 3-7-2

 

 

 

目標３ 必要不可欠な行政機能を維持する 

３-１ 町の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

行政機能・情報

通信 

行政機能継続へ

の体制強化 

災害時や感染症拡大時に備えた

事業継続計画（BCP）を定期的に

見直す。 

 ○ 3-7-2

行-2-2

行政データの保

護 

庁舎被災による行政機能の停止

を防ぐため、住民データに加え、

行政データのバックアップ体制

を強化する。 

  行-2-2

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1 ○ 3-7-2

災害時応援協定

の拡充 

災害の多様化に対応できるよう、

民間との連携構築を進める。 

2-1 ○ 3-7-2
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目標４ 地域経済システムを機能不全に陥らせない 

４-１ サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

産業・環境 民間企業の体質

強化 

・中小企業における事業継続計

画（BCP）の普及を推進する。 

・地域経済を支える中小企業の

育成・体質強化を支援する。 

  2-4-1

住宅・都市 下水道施設の適

切な維持管理 

下水道施設の耐震化・耐水化や長

寿命化対策を計画的に進める。 

2-5 ○ 3-3-2

上水道の適切な

維持管理 

岩手中部水道企業団が、今後、計

画的に進める上水道施設の耐震

化や長寿命化対策について、町も

連携して推進する。 

2-1 ○ 3-3-1

国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

2-1 ○ 3-2-1

道路ネットワー

クの整備 

幹線道路を補完する町道の整備

を計画的に進める。 

2-1 ○ 3-2-1

 

４-２ 食料等の安定供給の停滞 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

各家庭での災害

用備蓄の推進 

各家庭における生活必需品等の

災害用備蓄を普及啓発する。 

2-1  3-7-2

産業・環境 農業の担い手確

保・育成 

国、県、町の支援事業を活用し、

新規就農者及び担い手の確保・育

成に努める。 

1-2 ○ 2-2-1

農地保全対策の

推進 

国、県、町の支援事業を活用し、

農地保全及び荒廃農地解消に努

める。 

1-2 ○ 2-2-4

民間企業の体質

強化 

・中小企業における事業継続計

画（BCP)の普及を推進する。 

・地域経済を支える中小企業の

育成、体質強化を支援する。 

4-1  2-4-1

国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

2-1 ○ 3-2-1

道路ネットワー

クの整備 

幹線道路を補完する町道の整備

を計画的に進める。 

2-1 ○ 3-2-1
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目標５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、 

早期復旧を図る 

５-１ 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

在宅看護の支援

体制の構築 

災害時でも在宅の難病患者等が

看護を受けられるよう、支援体制

を構築する。 

  1-2-3

国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

2-1 ○ 3-2-1

行政機能・情報

通信 

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1 ○ 3-7-2

 

５-２ 上水道の長時間にわたる供給停止 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

住宅・都市 上水道の適切な

維持管理 

・岩手中部水道企業団が、今後、

計画的に進める上水道施設の耐

震化や長寿命化対策について、町

も連携して推進する 。 

・迅速な給水活動を展開できる

よう、情報収集や関係機関との連

携を強化する。 

2-1 ○ 3-3-1

3-7-2

 

５-３ 汚水処理施設の長時間にわたる機能停止 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

汚水施設の機能

停止への備えを

推進 

簡易トイレの備蓄や非常用トイ

レの利用訓練等を進める。 

  3-7-2

住宅・都市 下水道施設の適

切な維持管理 

下水道施設の耐震化・耐水化や長

寿命化対策を計画的に進める。 

2-5 ○ 3-3-2

 

５-４ 県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

国土保全・交通 幹線道路等の整

備促進 

幹線路線や橋梁、跨道橋、アンダ

ーパスなど、物資輸送に重要な道

路施設の整備を計画的に進める。

2-1 ○ 3-2-1

道路ネットワー

クの整備 

幹線道路を補完する町道の整備

を計画的に進める。 

2-1 ○ 3-2-2

持続可能な交通

体系の構築 

いつでも、誰でも乗れる地域公共

交通を維持・継続する。 

  3-4-2
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目標６ 制御不能な二次災害を発生させない 

６-１ ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

産業・環境 農業の担い手確

保・育成 

国、県、町の支援事業を活用し、

新規就農者及び担い手の確保・育

成に努める。  

1-2 ○ 2-2-1

農地保全対策の

推進 

国、県、町の支援事業を活用し、

農地保全及び荒廃農地解消に努

める。 

1-2 ○ 2-2-4

国土保全・交通 防災意識の啓発 ため池ハザードマップ等を活用

した防災意識の啓発を継続する。

  3-7-2

農業用施設の老

朽化対策 

施設管理者の意向を確認しなが

ら、被災危険度の高い農業用施設

やため池を計画的に修繕する。 

 ○ 2-2-4

治山・砂防事業

の促進 

県と連携して、治山・砂防事業に

よる防災・減災対策を推進する。

1-3  2-3-1

 

６-２ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

産業・環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業の担い手確

保・育成 

国、県、町の支援事業を活用し、

新規就農者及び担い手の確保・育

成に努める。  

1-2 ○ 2-2-1

農地保全対策の

推進 

国、県、町の支援事業を活用し、

農地保全及び荒廃農地解消に努

める。 

1-2 ○ 2-2-4

林業の担い手確

保・育成 

・意欲と能力のある林業経営体

への事業集約を推進する。 

・自伐型林業を目指す林業者や

里山づくりを行う住民組織等の

実践活動を支援する。 

 ○ 2-3-1

有害鳥獣対策

の強化 

地域ぐるみで有害鳥獣被害の

防止に努める。 

 〇 2-2-2

国土保全・交通 治山・砂防事業

の促進 

県と連携して、治山・砂防事業に

よる防災・減災対策を推進する。

1-3  2-3-1

協働・コミュニ

ティ 

協働による農

地・森林の保全 

地域住民や民間事業者との協働

による農地・森林の保全活動を一

層推進する。 

  2-2-4

2-3-1
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目標７ 地域社会・経済を迅速に再建・回復する 

７-１ 災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

産業・環境 災害廃棄物の適

正処理 

災害廃棄物処理基本計画に基づ

き、関係機関との連携体制を構築

する。 

  2-1-5

3-7-2

行政機能・情報

通信 

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1 ○ 3-7-2

 

７-２ 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

ボランティア受

入態勢の確立 

社会福祉協議会によるボランテ

ィアセンターを早期に構築し、災

害時の受入態勢を整備する。 

  3-7-2

行政機能・情報

通信 

関係機関との連

携強化 

国、県、周辺自治体、災害時相互

応援協定締結先等との定期的な

情報交換や防災訓練を継続する。

1-1  3-7-2

町の応援者の創

出 

町の魅力を町内外に発信して、平

時から町の応援者や関係人口を

増やす。 

  2-5-3

 

７-３ 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

分野 方策 施策 再掲元 重点 総計 

保健・医療・福

祉 

地域の支え合い

活動の支援 

・地域で支え合い活動に取り組

む地域活動を支援する。 

・集いの場や交流事業などによ

り地域の支え合い活動を支援す

る。 

 ○ 1-3-3

5-2-2

 

行政機能・情報

通信 

デジタル格差の

解消 

・スマートフォンなどのデジタ

ル端末を使い、情報収集やコミュ

ニケーションを取れる人を増や

す。 

  5-4-1

協働・コミュニ

ティ 

支え合いの意識

醸成 

日ごろから住民同士での見守り

や支えあいの意識を醸成させる。

  5-2-2

地域コミュニテ

ィの形成支援 

災害時にも支え合える地域コミ

ュニティの形成を支援する。 

  5-2-2

地域コミュニテ

ィの拠点整備へ

の支援 

自治公民館等、地域コミュニティ

の拠点整備を支援する。 

  5-2-2
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協働・コミュニ

ティの担い手づ

くり 

協働やコミュニティの担い手と

なる人材の育成を支援する。 

  5-1-1

5-2-2
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第６章 重点方策 

 第５章で示した対応方策のうち、影響の大きさ、緊急度、進捗状況、平時の活用等の視点から、

計画期間内に優先して取り組む方策を、分野別に「重点方策」として選定する。 

 なお、重点方策については総合計画と整合性を図るとともに、施策の進捗状況等を客観的に把

握できる指標をＫＰＩ（重要業績評価指標）として進捗管理を行っていくものとする。 

 

 第１ 保健・医療・福祉分野 

方策 現状 施策 ＫＰＩ 総計 

日常的な

健康づく

りの推進 

健康づくりや感染症

対策など、健康管理

について住民に適切

な情報提供が必要で

ある。 

日ごろからの健康づ

くりに向け、対象と

なるすべての住民が

必要な健診（検診）

を受けられる体制づ

くりを一層強化す

る。 

健診受診率 

50.8％（R4） 

→ 60％（R9) 

1-1-2

1-1-3

感染症予

防の強化 

予防接種を受けられ

る体制を充実させ

る。 

予防接種接種率

（麻しん・風しん

第 2期接種率） 

98.0％（R4） 

→ 98.5％（R9） 

1-1-4 

関係機関

との連携

強化 

大規模災害時には行

政機能の低下が懸念

されるため、平時か

ら関係機関との連携

強化が必要である。

協定の締結やホット

ラインの構築等、平

時から関係機関との

連携を強化する。 

災害時応援協定締

結数 

39 協定（R4） 

→ 45 協定（R9） 

3-7-2

地域の支

え合い活

動の支援 

日頃から「見守り」

「支え合い」の意識

を持って生活する機

運を高める必要があ

る。 

・地域で支え合い活

動に取り組む地域活

動を支援する。 

・集いの場や交流事

業などにより地域の

支え合い活動を支援

する。 

・地域で支え合う

地域自治活動が活

発に行われている

と思う人の割合 

53.1％（R4） 

→ 65.0％（R9） 

・ワークショップ

アドバイザー・フ

ァシリテーター派

遣延べ人数 

47 人（R4） 

→ 65 人（R9） 

1-3-3 

5-2-2 

 

 

 第２ 産業・環境分野 

方策 現状 施策 ＫＰＩ 総計 

農業の担

い手確

農業の担い手の確

保・育成、農地保全

国、県、町の支援事

業を活用し、新規就

新規就農者数 

6 経営体（R4） 

2-2-1
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保・育成 等、多角的な視点か

ら町の基幹産業を守

り育てていく必要が

ある。 

農者及び担い手の確

保・育成に努める。 

→ 5 経営体（R9） 

農地保全

対策の推

進 

国、県、町の支援事

業を活用し、農地保

全及び荒廃農地解消

に努める。 

 

荒廃農地面積 

55.6ha（R4） 

→ 44ha（R9） 

2-2-4

林業の担

い手確

保・育成 

民間事業者や地域住

民との協働による農

地・森林の保全施策

の更なる展開が必要

である。 

・意欲と能力のある

林業経営体への事業

集約を推進する。 

・自伐型林業を目指

す林業者や里山づく

りを行う住民組織等

の実践活動を支援す

る。 

林家意向調査の延

べ実施件数 

159 件（R4） 

→ 800 件（R9） 

2-3-1

有害鳥獣

対策の強

化 

地域ぐるみで有害

鳥獣被害の防止に

努める必要があ

る。 

関係機関や地域が連

携して効果的な鳥獣

被害防止に取り組

む。 

野生鳥獣による被

害面積 

3,502ａ（R4） 

→ 1,500ａ（R9） 

2-2-2

 

第３ 住宅・都市分野 

方策 現状 施策 ＫＰＩ 総計 

空家等対

策の推進 

町内の空家は今後さ

らに増加が見込まれ

るため、利活用の促

進や管理不全空家等

の解消を図る必要が

ある。 

適切な管理が行われ

ていない空家等の解

消対策を検討する。 

適切な管理が行わ

れていない空家等

の数 

51 件（R4） 

→ 43 件（R9）  

3-4-1

町営住宅

整備方針

の策定 

老朽化している町営

住宅（みどりヶ丘、

的場、希望ヶ丘、第

二希望ヶ丘）の耐震

化を進める必要があ

る。 

町営住宅の整備方針

を策定する。 

町営住宅整備方針

策定 

未作成（R4） 

→ 策定（R9） 

3-4-1 

上水道の

適切な維

持管理 

・災害時においても

給水機能を確保する

ため、水道施設の計

画的な老朽化対策、

耐震化対策を推進す

る必要がある。 

・企業活動に必要な

インフラを維持する

必要がある。 

岩手中部水道企業団

が、今後、計画的に

進める上水道施設の

耐震化や長寿命化対

策について、町も連

携して推進する。 

簡易給水施設につ

いて、岩手中部水

道企業団への事業

統合を進める。 

3-3-1
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迅速な給水活動、情

報収集が必要であ

る。 

迅速な給水活動を展

開できるよう、情報

収集や関係機関との

連携を強化する。 

非常時の応急給水

訓練の実施（年 1

回） 

3-7-2

下水道施

設の適切

な維持管

理 

・下水道処理施設の

耐震化・耐水化や長

寿命化対策を、今後

も計画的に進めてい

く必要がある。 

・下水道施設の予防

保全のため、定期的

な施設点検と老朽化

更新が必要である。

・企業活動に必要な

インフラを維持する

必要がある。 

下水道施設の耐震

化・耐水化や長寿命

化対策を計画的に進

める。 

ストックマネジメ

ント計画の適時更

新 

3-3-2

 

第４ 国土保全・交通分野 

方策 現状 施策 ＫＰＩ 総計 

道路施設

の老朽化

対策及び

安全確保

の推進 

・橋梁や道路舗装の

補修を計画的に進め

る必要がある。 

・安全で円滑な交通

のため、道路の歩行

者空間の整備を進め

る必要がある。 

老朽化した道路施設

の補修や歩行空間の

整備を進める。 

・道路施設の老朽

化に起因する事故

件数 

0 件（R4） 

→ 0 件（R9） 

 

・道路の改良延長 

587.9 ㎞（R4） 

→ 588.7 ㎞（R9） 

 

・道路の舗装延長 

387.9 ㎞（R4） 

→ 391.4 ㎞（R9） 

 

・通学路交通安全

プログラム要対策

箇所の進捗率 

91.3％（R4） 

→100.0％（R9） 

3-2-1

 

道路環境

の整備促

進 

・緊急車両が入りづ

らい道路の解消が必

要である。 

・大雨時に洗堀やぬ

かるみ等により破損

し通行不能になる恐

れがある幅員の狭い

道路や砂利道の改良

舗装工事を進める必

要がある。 

非常時に緊急車両が

進入できるよう、道

路環境の整備を進め

る。 

幹線道路

等の整備

促進 

幹線道路、橋梁、跨

線橋、アンダーパス

の計画的な改修整備

が引き続き必要であ

る。 

幹線路線や橋梁、跨

道橋、アンダーパス

など、物資輸送に重

要な道路施設の整備

を計画的に進める。 

道路ネッ

トワーク

幹線道路を補完する

町道の整備を計画的



31 

 

の整備 に進める。 

雨水排水

施設の維

持・更新

等の促進 

突発的な集中豪雨に

対して都市下水路、

道路側溝、水路の流

下能力不足の排水区

の解消が必要であ

る。 

排水施設や側溝等の

更新・維持補修を計

画的に行う。 

・町全域における

浸水被害件数 

517 件（H25） 

→ 0 件（R9） 

・大坪川排水区に

おける浸水被害件

数 

0 件（R4） 

→ 0 件（R9） 

・河川施設の損壊

等に起因する事故

件数 0件（R4）

→0件（R9） 

・下川原ポンプ場

の操作訓練の実施

（年 1回） 

3-2-4

道路の落

石・土砂

崩れ危険

個所の予

防 

町道新山線の落石防

止対策が必要であ

る。 

町道の落石防止対策

を進める。 

道路施設の老朽化

に起因する事故件

数 

0 件（R4） 

→ 0 件（R9） 

3-2-1 

除雪体制

の維持 

・効率的な除雪体制

整備が必要である。

・除雪体制維持のた

め、除雪車両の老朽

化対策が必要であ

る。 

・情報技術等を活用

して、効率的な除雪

体制を整える。 

・除雪車両を計画的

に更新して、除雪体

制を維持する。 

除雪車両の更新台

数 

5 台（R4） 

→ 8 台（R9） 

3-2-1 

農業用施

設の老朽

化対策 

災害時の重大な損壊

を防ぐため、ため池

及び農業用施設の計

画的な修繕が必要で

ある。 

施設管理者の意向を

確認しながら、被災

危険度の高い農業用

施設やため池を計画

的に修繕する。 

多面的及び中山間

直接支払事業に包

含される農地の割

合  

79.4％(R4） 

→ 80.0％(R9) 

2-2-4 

 

 第５ 行政機能・情報通信分野 

方策 現状 施策 ＫＰＩ 総計 

関係機関

との連携

強化 

大規模災害時には行

政機能の低下が懸念

されるため、平時か

ら関係機関との連携

強化が必要である。

国、県、周辺自治

体、災害時相互応援

協定締結先等との定

期的な情報交換や防

災訓練を継続する。 

災害時応援協定締

結数 

39 協定（R4） 

→ 45 協定（R9）

【再掲】 

3-7-2 

災害時応 ・各種団体等と災害 災害の多様化に対応 3-7-2 
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援協定の

拡充 

時応援協定を締結し

ているが、災害の多

様化に対応できるよ

う、幅広い分野との

連携構築が必要であ

る。 

・災害に備えた民間

との連携構築を引き

続き進める必要があ

る。 

できるよう、民間と

の連携構築を進め

る。 

危険箇所

の周知強

化 

・浸水危険個所にお

ける周知（看板等設

置）の拡充が必要で

ある。 

・土砂災害危険個所

の周知（看板等設

置）の拡充が必要で

ある。 

・災害の危険を周知

する看板等の設置を

拡充する。 

・防災マップや地域

研修会等を活用した

周知を推進する。 

地域研修会等開催

数 

4 回/年（R4） 

→ 12 回/年（R9） 

3-7-2 

時代に合

わせた情

報伝達方

法の構築 

独居高齢者等の情報

弱者に対する情報伝

達手段の整備が必要

である。 

情報弱者への防災端

末配置を推進する。 

情報弱者への個別

受信機の配布実施

（R9） 

3-7-2 

デジタルによる配信

サービスの利用率向

上が必要である。 

デジタルによる配信

サービスの利用者増

に向けた取組みを強

化する。 

町の 15 歳以上の

人口に占めるデジ

タルによる配信サ

ービスの利用率 

14.3％（R4） 

→ 50.0％（R9） 

5-4-1

災害救助

体制の強

化 

消防車両の計画的な

更新・整備が引き続

き必要である。 

消防車両の適切な配

置と計画的な更新を

行う。 

消防車両更新年 

30 年毎（R4） 

→ 30 年毎（R9） 

3-7-1 

地震災害時の消防水

利を確保するため、

耐震性（免振性）を

備えた防火水槽の整

備が必要である。 

消防水利施設の更新

や維持管理を計画的

に進める。 

耐震性貯水槽の設

置数 

1 基/年（R4） 

→1基/年（R9） 

3-7-1 

行政機能

継続への

体制強化 

業務継続計画の定期

更新と訓練の継続が

必要である。 

災害時や感染症拡大

時に備えた事業継続

計画（BCP）を定期的

に見直す。 

事業継続計画の定

期的な見直し実施 

3-7-2 

行-2-2

 

 第６ 協働・コミュニティ分野 

方策 現状 施策 ＫＰＩ 総計 
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地域防災

力の強化 

・自主防災の組織化

を推進する必要があ

る。 

・地域の特性を生か

した地区防災計画の

策定を進める必要が

ある。 

・消防団員の確保に

努めるとともに、自

主防災組織等、地域

住民の協力により防

災力の強化に引き続

き取り組む必要があ

る。 

・地域の安全・安心

な暮らしへの関心や

意識を高め、自主防

災組織の活性化を推

進する。 

・地域の特性を生か

した地区防災計画の

策定を推進する。 

・消防団員確保を継

続的に行う。 

自主防災組織組織

率 

84.7％（R4） 

→ 100％（R9） 

地区防災計画作成

率 

0％（R4） 

→ 40％（R9） 

 

3-7-1 

3-7-2 

防災意識

の向上 

被害を最小限に抑え

るためには、住民

各々が日ごろから防

災意識を高めておく

必要がある。 

・住民一人一人の防

災意識の向上を促す

取組みを推進する。 

・小中学校における

防災教育に引き続き

取り組む。 

地域研修会開催数 

4 回/年（R4） 

→ 12 回/年（R9） 

3-7-2 
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第７章 計画の推進と進捗管理 

１ 推進体制 

住民をはじめ、国、県、民間等とも連携し計画を推進するため、本計画の周知に努めるとと

もに、被害想定や各種リスク情報、取組みの進捗状況を共有しながら、相互に連携して効果的・

効率的な取組みを展開する。 

 

２ 計画の進捗管理 

計画の実効性を高めるため、進捗管理についてはＰＤＣＡサイクル（Plan：計画策定、Do：

実行、Check：点検・評価、Action：処置・改善）により行う。 

具体的には、総合計画前期基本計画に掲げられた設定目標と連動した、それぞれの取組みに

おけるＫＰＩを検証し、住民等からの意見を踏まえ見直しを行い公表するとともに、次年度以

降の施策や事業に反映する。 

 

３ 計画の見直し 

当町を取り巻く社会・経済情勢等の変化により、総合計画に変更が生じた場合や、国・県の

国土強靭化計画が変更された場合など、この計画を変更する必要がある場合には、計画期間内

においても適時・柔軟に見直しを行う。 
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